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  憲仁
のりひと

 国土交通省常陸河川国道事務所が管理する河川管理施設等において、令和３年４月１日か

ら令和 6 年３月３１日の間で、災害の発生のおそれがある場合及び災害の緊急対策の必要性

が生じた場合に、被害の拡大防止と被害施設の早期復旧について、緊急対策工事を実施する協

力会社を下記のとおり募集します。 

                                   記 

  １．受付期間 ： 令和３年１月２２日（金）～令和３年２月１５日（月） 

 ２．募集部門 

   ○災害時における河川災害緊急対策業務（工事） 

  ３．その他 

   募集内容や募集方法はホームページに掲載しています。 

   ○ URL:https://www.ktr.mlit.go.jp/hitachi/index.htm 



（参考） 災害時における河川災害緊急対策業務（工事）に関して協力会社を募集します 

 国土交通省常陸河川国道事務所（以下「事務所」という。）が管理する河川管理施設等において、

災害の発生のおそれがある場合及び災害の緊急対策の必要性が生じた場合に、被害の拡大防止と被

害施設の早期復旧について、緊急対策工事を実施する協力会社を下記のとおり募集します。 

 参加申請のあった会社の資料を審査し、各申請箇所に対し数社を決定する予定です。 

１．協定の概要 

（１）基本協定名 

災害時における河川災害緊急対策業務（工事）に関する協定 

（２）基本協定の目的 

事務所が管理する河川管理施設等において、災害の発生の恐れがある場合及び災害の緊急対策の

必要性が生じた場合に被害の拡大防止と被害施設の早期復旧について、緊急対策工事を実施する協

力会社を下記のとおり募集します。 

（３）基本協定区間 

事務所管内 一級河川久慈川水系、一級河川那珂川水系 

※希望区間を申請していただきますが、希望以外の区間の協定をお願いする場合があります。 

（４）基本協定期間 

令和３年４月１日から令和６年３月３１日まで 

（５）その他 

本協定の締結者は、関東地方整備局が実施する総合評価落札方式の競争入札方式において、「企

業の信頼性・社会性」における「地域への貢献（災害協定等）」として評価されます。 



緊 急 対 策 対 応 区 間 【 久 慈 川 】

０．０ｋ

１２．０ｋ

９．５ｋ

宇留野圷

常井橋

新磯初橋

久慈川橋

河口

１２．０ｋ

３１．０ｋ

１．８ｋ

久慈川下流出張所管理区間

久慈川下流出張所管理区間

久慈川下流出張所

管理区間

久慈川上流出張所

管理区間

久慈川上流出張所管理区間

久慈川上流出張所管理区間

久慈川上流出張所管理区間

那 珂 市

那珂郡東海村

日 立 市

常陸太田市

那 珂 市

常陸太田市

常陸大宮市

常陸太田市

－：久慈川下流出張所管理区間

－：久慈川上流出張所管理区間



常磐線那珂川橋梁

１９．０ｋ

５．２ｋ

８．０ｋ

河口

水戸出張所管理区間

水戸出張所

管理区間

水戸出張所管理区間

水戸出張所管理区間

４６．５ｋ

８５．５ｋ

那珂出張所管理区間

那珂出張所管理区間

那珂出張所管理区間

那珂出張所

管理区間

那珂川上流出張所管理区間

那珂川上流出張所管理区間

１．８ｋ

大桂大橋

興野大橋

八溝大橋

大瀬橋

那須烏山市

大田原市

芳賀郡茂木町

那須烏山市

那須郡那珂川町

那須郡那珂川町

水戸市

ひたちなか市
那珂市

那珂市常陸大宮市

東茨城郡城里町

東茨城郡城里町
常陸大宮市

常陸大宮市

東茨城郡

大洗町

那珂出張所

管理区間

－：水戸出張所管理区間

－：那珂出張所管理区間

－：那珂川上流出張所管理区間

緊急対策対応区間【那珂川 】


